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5 月 17 日、三者共催による第 8 回目の定例国会行動

は、全教の村田信子中央執行委員による司会のもと、衆

議院会館前には 190 人が参加しました。軍拡財源法案

については廃案を求め、この間委員会傍聴をはじめ、大

軍拡 NO！連絡会による議面行動や緊急国会行動がとり

くまれ、10 日に立民、共産により委員長解任決議案が、

16 日には立民により鈴木財務大臣不信任決議案が衆院

に出され、委員会は連続して流会となりました。19 日

に委員会採決が狙われていますが、今後、参院では、会期内での成立をにらんでの激しい攻防となります。 

参加者は全商連の聖生和音さんによるコールで、まともな審議もしないまま、国民不在の数々の悪法を強

行しようとする岸田政権に対し、国会に向けて抗議の声を大きくあげました。埼玉大運動実行委員会や東京

土建による国会行動、また、行動終了後には大軍拡 NO！連絡会による第 2 回院内集会もとりくまれました。 

 

被災者を見捨てるのか！ 軍拡財源法案はなんとしても廃案に！ 

 

 
政治は市民一人ひとりのもの いまこそ、運動を広げて廃案に追い込もう！ 

 

 

主催者を代表して挨拶をおこなった全生連の前田美津恵副会長は、国会での審

議もなく閣議決定だけで『安保 3 文書』を決め、5 年間で 43 兆円もの大軍拡の

財源には東日本大震災の復興特別所得税が流用されていることをあげ、被災地や

自治体からの声を踏みにじるものであり言語道断だと厳しく批判。「憲法には国民

主権、平和のうちに生存する権利、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利と生

存権が明記されている。憲法を守ることこそが国会議員の役割ではないか」と訴

え、「怒りの声で世論を広げ、なんとしても廃案に追い込もう」とよびかけました。 

～第 21１通常国会 安保破棄中実委･中央社保協･国民大運動 共催 5.17 定例国会行動～ 

国会情勢を報告した日本共産党国会議員団の山添拓参議院議員は、「数々の悪法の

審議のなかで政府のほころびも露わになってきている」とし、軍拡財源法案をめぐっ

ては財務大臣不信任決議案の衆院への提出など「国会全体で予想されない動きがつ

くられ採決を阻んできたが、くらしが厳しいなかで大軍拡予算は許さないとする世

論があってこその対応だ」と強調。入管法改悪案も「政府が必要だとしてきた立法事

実は足元から崩れており、このまま通すことは絶対に許されない」と訴え、「数々の

悪法も世論の盛り上がりが運動を阻み、声が広がれば政治は必ず動かすことができ

る。諦めずに声をあげ、市民と野党の共同で廃案に追い込もう」とよびかけました。 

 



消費税 5％への減税を決断すれば、１０月からのインボイス制度導入は必要なくなる！ 

                                              

 

大日本帝国憲法回帰、国民主権蹂躙の国会運営は許さない！ 

 
 
日本学術会議法改定案の提出断念に確信をもって、たたかいぬこう！ 

 

 
 

全商連の中山眞常任理事は、先制攻撃のミサイル大量配置や全国 300 カ所もの

自衛隊基地強靭化など「大軍拡と産業の軍事化が悲惨な結末を招くことは歴史が

証明している」とし、建設大手の社史からその実態を指摘。政府は 10 月からのイ

ンボイス制度による消費税増税額は 2,480 億円としているが、実際には 1 兆２

千億円を超え「この物価高で１兆円の負担増など許されない。世界 103 の国･地

域が減税に踏み出しており、消費税５％への減税を決断すればインボイス導入の

必要はなくなる」と訴え、「食料の７割、エネルギーの９割を輸入に頼る日本が生

存する道は『戦争回避』しかない。断固反対していく」と決意を述べました。 

中央社保協の住江憲勇代表委員(保団連会長)は、「岸田首相は来年９月の総裁

任期までに改憲をやり抜くとしているが、国会審議をないがしろにし閣議決定あ

りきでは国民主権の蹂躙、大日本帝国憲法回帰の国会運営であり、断じて許さな

い」と厳しく批判。健康保険証廃止法案についても国民皆保険制度や基本的人権

の否定、プライバシーの問題など憲法上の様々な問題があると指摘。「昨年 11

月までの 13 か月間で 7,300 件もの誤登録が発覚し明らかにシステム上のミ

ス。衆院では審議 4 日目に採決強行と国民の声を全く聞かない拙速な審議だ」

とし、「国民の声をさらに大きくして、廃案にさせよう」とよびかけました。 

憲法会議の高橋信一事務局長は、憲法審査会は、緊急事態条項の創設と緊急 

時の国会議員の任期延長問題を議論し、毎週のように開催されているとして「立

憲民主は、緊急事態条項はいまの法律で十分に対応できるので必要ないとし、

共産党もあえていまの憲法に盛り込まなかった緊急事態条項の創設には反対し

ている」と報告。「私たちのたたかいによって、軍需産業と日本学術会議、政府

との連携を具体化していく日本学術会議法改定案の今国会での提出を断念させ

ることができた。ここに確信をもって、大軍拡・大増税阻止、改憲阻止にむけ

て、皆さんとともにたたかっていく」と決意を述べました。 

写真左は、署名を山添議員に託す新婦人の浅井まり中央常任委員。右は、プラカードを持つ新婦人の皆さん。

この後の院内集会で提出する大軍拡 NO！の署名も含め、53,047 人分の署名が寄せられました。 



私たちのくらしと未来、平和を脅かす悪法とのたたかいの正念場に！ 

 
 
 

 
 

 

 

第 211 通常国会（1/23～6/21 閉会予定）  今後の定例国会行動 

 

◆ 12:15～13:00 ◆ 衆議院第 2 議員会館前   5/31  6/14 
 定例国会行動での署名提出は、5 月 31 日が最後となります。 

          

                    

◆ 23 日(火)13:00～13:45  軍拡(防衛)財源確保特措法案廃案！5.23 緊急行動 

                    衆議院第 2 議員会館前  

総がかり実行委員会・全国市民アクション 

 

中央社保協の林信悟事務局長は、「通常国会は後半戦に入り軍拡財源法

案、軍需産業支援法案、原発推進 5 法案、入管法改定案、マイナンバー

法一部改定案など私たちのくらしと未来、平和を脅かす悪法とのたたか

いの正念場を迎えている」として、一つひとつの行動を成功させて、悪

法阻止のたたかいをさらに広げていこうと訴え、引き続きおこなわれる

大軍拡 NO！連絡会による第 2 回院内集会など、今後の行動への参加を

よびかけました。 

 

諸団体でつくる「新型コロナから県民のいのちと暮らしを守るやまがた共同アクション」は

3 月 17 日、県に対して「5 類移行にともなうコロナ対策に関する要請」をおこない、国民大

運動の渡辺事務局長も参加しました。 

5 月 8 日から新型コロナは感染症法上、5 類に引き下げられましたが、ウイルスは存在し続

けるなかで、医療提供体制の問題や患者負担の増大、医療機関への支援の縮小など懸念が示さ

れています。 

医療・介護などケアワーカーの人員増と処遇改善も含めて要請し、参加者からは医療現場の

深刻な事態と切実な要望が寄せられました。 






